
研究開発施設共用等促進費補助金（ライフサイエンス研究の振興） 
ナショナルバイオリソースプロジェクト（NBRP） 
事務手続きに関する「よくあるご質問」 （改訂︓令和５年 7月 11日） 
 
【事業参加者・雇用・人件費】 
（Q１） 
事業参加者リスト（様式第３）の記載内容に変更が生じた場合の手続きはありますか。 
（A１） 
記載内容の変更に伴い、直ちに手続きが生じることはありません。取扱要領 11 に基づき、実績報告書
提出時に変更内容が記載された事業参加者リストをご提出ください。ただし、事業参加者リストに記載
の人物を変更したことに伴い、人件費支出が変動する場合は、交付要綱第９条に基づき計画変更承
認が必要となる場合があるためご留意ください。 
 
※補助事業者の住所、名称等に変更が生じた時は、取扱要領６（３）に基づき、届出が必要です。 
※変更内容は赤字で記載していただき、以前の情報に取消・修正がある場合は取り消し線にて表示し
てください。 
※事業協力者リスト（様式第４）についても同様に、実績報告書提出時に修正版をご提出ください。 
※人件費や旅費、謝金、学会参加費等をお支払いしている方については、事業参加者リスト（様式第
３）または事業協力者リスト（様式第４）に記載されている必要があります。なお、個人事業主への
外注等の場合は、事業者とみなし、リストへの追加は不要です。 
Keyword︓事業参加者リスト、事業協力者リスト、変更 

 

（Q２） 

事業参加者が在宅勤務を希望する場合、本補助金での人件費の支出は認められますか。 
（A２） 
機関の規程等に基づいて認められた在宅勤務であれば、勤務状況の管理等を適切に実施していただい
たうえで、本補助金での人件費の支出が可能です。規程等がない場合は、機関内通知等根拠となる
資料をご準備ください。 
 
Keyword︓在宅勤務、人件費、リモートワーク 

 
（Q３） 
取扱要領 16（１）（イ）（a）に記載されている、若手研究者の自発的な研究活動等のために
必要な手続きを教えてください。 
（A３） 
若手研究者の自発的な研究活動等は、文部科学省への届出等は不要です。機関内で手続きの上、



実施してください。 
ただし、額の確定調査時にエフォート管理の実施状況確認を求められた場合は、担当責任者等が作成
するエフォート申告書や従事状況報告等のご提示をお願いします。 
Keyword︓若手研究者、自発的な研究、エフォート管理 

 
（Ｑ４） 
エフォートの申告等を求められている事業参加者について、その手続きの流れや様式等、本補助金で
決められたものがありますか。 
（Ａ４） 
本補助金は競争的研究費ではないことから、「エフォート管理の運用統一について（令和２年３月３
１日資金配分機関及び所管関係府省申し合わせ）」に基づいた様式等は特に定めておりません。機
関内で適切にエフォート管理をしていただき、額の確定調査時には、必要に応じてエフォートを証明できる
書類のご提出をお願いします。 
Keyword︓エフォート申告、エフォート証明書、エフォート報告 

 
（Ｑ５） 

派遣職員の雇用経費は、どの費目に計上すべきですか。また、人材派遣会社に提出している勤務日
誌等の書類は、提出が必要ですか。 
（Ａ５） 
派遣職員の雇用経費は、『【大項目】人件費・謝金【中項目】人件費』に計上してください。帳簿（様
式１８）上では社会保険料はゼロ円で差支えありません。また、人材派遣会社に提出している勤務日
誌等の書類は、額の確定調査時に補足資料としてご提示をお願いする場合があります。人材派遣会社
の様式がない場合は、機関での雇用時と同様に、機関の出勤簿等を整えていただくようお願いします。な
お、人件費を計上する場合は事業参加者リスト（様式第３）への記載も必要です。 
Keyword︓派遣社員、勤務日誌、出勤簿 

 
（Ｑ６） 
経費等内訳（様式第２）及び事業参加者リスト（様式第３）では、技術補助員を雇う予定でし
たが、外部委託サービスに変更できないか検討しています。こうした変更は可能ですか。 
（Ａ６） 
雇用から外注に変更する場合、『【大項目】人件費・謝金【中項目】人件費』から『【大項目】その他【中
項目】外注費』に費目区分が変更となります。そのため金額の多寡によっては、交付要綱第９条に基づ
き、計画変更承認が必要となる場合があるためご留意ください。なお、事業参加者リスト（様式第３）
は更新していただき、取扱要領 11 に基づき、実績報告書提出時に変更内容が記載された事業参加
者リストをご提出ください。 
Keyword:費目変更、事業参加者リスト 



（Ｑ７） 
本補助金で人件費を支出している事業従事者が有給休暇を取得する場合、有給休暇に対応する人
件費を支出することは可能ですか。 
（Ａ７） 
取扱要領 16（１）（イ）（a）において「人件費の算定にあたっては、補助事業者が定めた給与規
程等によるものとする。」と記載しています。雇用契約及び機関が定める就業規則等の範囲内であれば、
年次有給休暇に係る人件費を支出することは可能です。また、年次有給休暇に留まらず、就業規則等
の範囲内の特別休暇に対応する人件費の支出も可能です。なお、派遣職員の有給休暇に対応する人
件費については原則として派遣会社に負担していただきますが、機関の夏季一斉休業等、機関の都合
による休暇休業の場合は、契約等に基づき、その期間の人件費を支出することが可能です。 
Keyword︓有給休暇、特別休暇 
 
 
【予算執行・経費】 
（Ｑ８） 
管理経費の例示として、「共通事務に従事する者の人件費」と取扱要領にありますが、研究室にて経
理処理等を行う事務補佐員、学部事務の経理担当職員の人件費は該当しますか。 
（Ａ８） 
事務部門に限らず研究部門に所属する者であっても、本事業の管理業務に従事する者であれば、管理
経費に計上することが可能です。ただし、他の補助金や科学研究費助成事業、受託・共同研究費等と
雇用経費を按分する場合、エフォート管理により、本事業にかかる雇用経費や勤務時間を適切に切り
分けることが必要です。 
Keyword︓管理経費、人件費、按分、エフォート管理 

 
（Ｑ９） 
管理経費において、物品の購入は認められますか。 
（Ａ９） 
管理経費に計上できる経費としては、その目的が本事業の管理業務に資するものであれば計上が可能
です。例えば、本事業に係る収支決算書類作成のための物品は該当します。物品の性質ではなく、目
的や用途に応じて適切な費目を判断してください。なお、額の確定調査においては目的や用途に応じた
適切な費目（物品費もしくは管理経費）に計上されているかを確認しますので、適切に使用・管理して
ください。 
Keyword︓管理経費 

 
（Ｑ１０） 
管理経費の例示として、「事務部門等の水道光熱費」と取扱要領にありますが、事業で使用している



機器等を中心に算出された電気代を計上することは可能ですか。 
（Ａ１０） 
水道光熱費の支出に関しては、本事業に係る使用分のみ計上可能です。そのうえで、機器の使用目的
が管理業務であれば『【大項目】管理経費【中項目】管理経費』に、事業そのものであれば『【大項目】そ
の他【中項目】光熱水料』に計上してください。なお、管理業務と事業そのものとの区別が難しい場合で
あれば、『【大項目】管理経費【中項目】管理経費』に計上してください。また、本事業に係る使用分につ
いては、メーター等による使用料の測定や施設の面積比等による按分等、適切な算出根拠を証拠書類
として残すようにし、額の確定調査時に求められた場合に提示できるようにしてください。さらに、本事業以
外の活動と併用した施設である場合には、適切に切り分けることが必要です。証憑書類が不十分であっ
たり、切り分けが不適切と判断される場合には額の確定時に支出が認められないこともありますので、ご
留意ください。 
Keyword︓管理経費、電気代、光熱水料 

 

（Ｑ１１） 
管理経費が事業費の一部であるということは、流用制限の範囲内であれば、他の費目、たとえば物
品費や旅費などに流用して使用するということも可能でしょうか。 
（Ａ１１） 
管理経費についても、交付要綱第９条のとおり、費目間での流用は可能です。ただし、取扱要領 16．
（１）のとおり、管理経費の執行額は補助金交付申請額の１０パーセント以内となるようにしてくださ
い。 
Keyword︓管理経費、費目の流用 

 
（Ｑ１２） 
交付申請時に管理経費を計上した場合であっても、実績として管理経費の執行が 0 円となることは
問題ないでしょうか。 
（Ａ１２） 
問題ありません。 
Keyword︓管理経費 

 
（Ｑ１３） 
当初予定していなかった高額備品の購入が必要となったため、物品費と管理経費を合算して購入す
ることは可能ですか。 
（Ａ１３） 
各費目の目的が異なるため管理経費とその他の費目を合算して使用することはできません。ただし、A１
１で回答しているとおり、管理経費を流用して執行していただくことが可能です。 
Keyword︓管理経費、合算、費目の流用 



（Ｑ１４） 
補助事業期間内に納品検査が完了し、支出金額が確定している場合は、その支払日が翌年度とな
っても差支えないですか。 
（Ａ１４） 
補助事業期間中に、補助金の交付決定額について全額概算交付を受けた場合であれば、年度末まで
に補助事業が完了することを前提に、実績報告書をご提出いただくまでに当該分の支払いが行われてい
れば差支えありません。なお、年度末に購入が集中しないよう計画的な購入が望まれます。 
Keyword︓年度末の経費計上、年度末の支払い 

 
（Ｑ１５） 
ソフトウェアのライセンス使用料について、契約期間の最小単位であっても、期間が年度を跨ぐ場合、
当該年度分と次年度分に区別して、それぞれの年度に計上することになりますか。 
（Ａ１５） 
ソフトウェアのライセンス使用料は、契約期間の最小単位であれば、使用できる権利を購入したと解釈で
きるため、年度単位で按分せずに一括計上が可能です。ただし、当該ソフトウェアの購入目的と使用実
績に関する説明が求められます。額の確定調査時にはログイン履歴等、年度内に使用していることを確
認できるもののご提示をお願いします。なお、Web会議システム等の汎用ソフトウェアである場合には、本
事業に対する必要性と占有性の説明が必要です。 
Keyword︓Zoom、Web会議システム 

 
（Ｑ１６） 
交付申請時の計画に無かった設備備品を購入する（購入を取止める）場合、文部科学省へ事前の
申請は必要ですか。 
（Ａ１６） 
交付要綱第 9 条に記載のとおり本年度の事業計画への影響が無ければ、事前の申請は不要ですので、
機関の規程等に基づき支出いただきますようお願いします。なお、購入（購入取止め）の必要性・合理
性等について額の確定調査の際にお尋ねする場合があります。 
 
Keyword︓流用制限、備品購入  
 
（Ｑ１７） 
AMEDが補助金管理をしていた期間（平成２７年度～令和２年度）に取得した処分制限財産に
ついて、文部科学省への会計手続きは必要ですか。 
（Ａ１７） 
補助事業者が異なるため、文部科学省への会計的な手続き自体は不要です。ただし、事業面の 
マネジメントの観点から、まずは以下の点について文部科学省へご連絡ください。 



・財産処分を行うリソース課題 
・財産の態様（取得価格、品名、使用用途、残存耐用年数等） 
・財産処分を行う理由 
・財産処分を行うことによる事業への影響 
 
いただいた情報を PDPO と共有し、必要に応じて対応をお願いすることがあります。 
なお、AMEDへの会計手続きに関しては、AMEDの指示に従って対応してください。 
Keyword︓処分制限財産、AMED 
 
（Ｑ１８） 
設備備品費ではなく、管理経費に計上したパソコン（10万円以上）も（様式第15別紙ハ）取得
財産等一覧表に記載するのでしょうか。 
（Ａ１８） 
機関の規程に基づき、「備品」「器具備品」等の固定資産の勘定科目で仕訳されているものについては
もれなく記載してください。 
Keyword︓管理経費、設備備品費、取得財産等一覧表 

 

（Ｑ１９） 
本事業で使用するポンプ小屋の増設や、飼育室の空調設備の更新を検討していますが、取扱要領
16.（２）「・不動産の取得、建物等施設の建設・改修にかかるもの（当該事業により購入した設
備備品を導入することにより必要となる軽微な据付費等を除く）」に該当しますか。 
（Ａ１９） 
文部科学省では、機関の示す証憑書類や、会計処理の根拠となる機関内規程、現物確認等を踏ま
えて、購入備品を取扱要領 16.（２）にあたるか否か判断します。一般的に土地、建物（及び附属
設備）、構築物として機関で整理されているものについては、取扱要領 16.（２）にあたると判断され
ています。一方で、事業実施の現場においては、研究者個人が設備備品と考えても、客観的には建物
等の施設との区別が難しい場合もあります。文部科学省においては、取扱要領以外には特段の定めは
ありませんので、判断の必要がある場合は、機関内に判断基準を整備していただくこととなります。判断
基準は規程でもそれに準ずるものでも形式は問いませんが、対外的にも説明できるよう、様々な観点から
関係法令等と矛盾が生じないような内容になっていることが求められます。 
なお、本事業において、不動産取得費用や施設改修費用を補助対象外としているのは、研究開発施
設共用等促進費補助金が施設整備のための補助金ではないためです。 
Keyword︓設備備品 

 
（Ｑ２０） 
他の補助金や科学研究費助成事業、受託・共同研究費等、NBRP 以外のプロジェクトとの按分で



人件費を支出する場合、注意すべきことはありますか。 
（Ａ２０） 
目的が定められている補助金等で人件費を支出し雇用された者は、その補助金等に係る業務に専念す
る必要があります。目的が定められている他の補助金等で雇用されている者が NBRP 事業に係る業務
を行うことはできません。また、NBRP 事業で雇用されている者が他の補助金等に係る業務を行うことも
できません。したがって、機関内の規程等に基づき、契約書や労働条件通知書等に各事業の従事内容
及びエフォート等を明記し、各事業に係る勤務日・勤務時間を事前に指定した上で、適切に雇用経費
を按分するとともに、事務局で勤怠管理をきちんと行ってください。 
Keyword︓人件費、雇用、エフォート、按分 

 
（Ｑ２１） 
出張先の公共交通機関が不便であることから、移動手段としてレンタカーを使用する予定です。レン
タカーを借りる際に同時契約をする保険・補償に係る経費は計上可能ですか。 
（Ａ２１） 
機関内の規程等で支出可能であることが前提ですが、レンタカーを借りる際に加入必須であれば計上す
ることが可能です。ただし、NOC 補償制度のように任意加入のものであれば、必ずしも本事業のためとは
言えないため、本補助金では計上せず、機関の自己資金で負担してください。 
Keyword:レンタカー、保険 

 

（Ｑ２２） 
出張先の公共交通機関が不便であることから、移動手段として自家用車を使用する予定です。自家
用車に給油するガソリン代は計上可能ですか。 
（Ａ２２） 
機関内の規程等で支出可能であれば、ガソリン代を計上することは可能です。ただし、ガソリン代の精算
方法に関して、本事業に係る出張のみに使用したガソリン代であると明確に示せるように証憑書類や算
出過程のご準備をお願いします。また出張行程についても、額の確定調査時に詳細をお尋ねすることが
ありますので、適切なルートであることを説明できるようご準備をお願いします。 
Keyword:自動車、ガソリン 

  
（Ｑ２３） 
本事業の一環として開催する学会のシンポジウムにおいて、招待講演者として他大学の学生に依頼す
ることを検討しています。その場合に本補助金から旅費の支出は可能ですか。 
（Ａ２３） 
取扱要領 16 のとおり、他大学の学生であっても旅費の支出は可能です。ただし、事業参加者リストまた
は事業協力者リストへの追加をお願いします。 
Keyword︓学会参加、講演、旅費 



（Ｑ２４） 
本事業で使用している機器に不具合が生じたため更新を予定しています。支出可能ですか。 
（Ａ２４） 
個別の物品等の支出可否については、原則お答えしておりません。交付要綱や取扱要領をご参照いた
だき、機関の規程等に基づいてご判断いただき、額の確定調査時に目的・用途等についてご説明くださ
い。 
Keyword︓設備備品、予算計上可否 
 
（Ｑ２５） 
過去に他の予算で購入したが、当該予算の事業期間が終了し、現在は NBRPのために 100%使
用している備品の修理費用を本補助金に計上することはできますか。 
（Ａ２５） 
支出元予算の取扱制限に該当しないことを前提に、現在 100%本事業のために使用しているということ
であれば、修理費用を支出することは可能です。 
（※）取扱要領 16（１）（エ）（a）【中項目】外注費︓ 
事業に直接必要な装置のメンテナンス、データの分析等の外注にかかる経費。 
・機械装置、備品の操作・保守・修理（原則として当事業で購入した備品の法定点検、定期点検
及び日常のメンテナンスにかかる機能の維持管理、原状の回復等を行うことを含む）等の業務請負
（後略） 

Keyword︓修理費、科研費 

 
（Ｑ２６） 
リソース収集の試料送付で海外より着払荷物があったため、その国際宅配料金（FedEx）を計上
したいのですが、料金の中に着払荷物に係る関税や特別取扱手数料などが含まれています。それらを
全て含めて【大項目】その他【中項目】通信運搬費に計上してよいでしょうか。 
（Ａ２６） 
着払荷物に係る関税や特別取扱手数料等は、通信運搬費ではなく、【大項目】その他【中項目】その
他（諸経費）に計上してください。 
Keyword︓通信運搬費、関税、着払い、手数料 
 

（Ｑ２７） 
学会年会費は本補助金から支出可能ですか。 
（Ａ２７） 
学会年会費は個人の権利となるため、学会参加のために必要であっても本補助金からの支出は認めら
れません。 
Keyword︓学会年会費 



（Ｑ２８） 
学会参加費は本補助金から支出可能ですか。 
（Ａ２８） 
取扱要領 16 のとおり、学会参加費の計上は認められます。ただし、証憑書類として、領収書の他に、
広報宣伝活動の内容、及びブース展示に学会への参加登録が必要となる旨が記載された書類を備え
てください。なお、参加学会に本事業の目的以外での参加が含まれる場合は、学会参加費を適切に按
分することが必要です。 
Keyword︓学会参加費 
 
【交付申請・実績報告・帳簿】 
（Ｑ２９） 
正規雇用事務職員で本事業の管理に従事する者の人件費を、他業務と按分したうえで管理経費と
して支出予定です。事業参加者リスト（様式第３）には「※本補助事業で人件費が支出されかつ
他の外部資金を獲得しその研究等の活動を行っている者には「他の資金」欄に○を付すこと。」となっ
ていますが、この場合には○を付す必要がありますか。 
（Ａ２９） 
外部資金を獲得していなければ○を付す必要はありません。 
なお、国からの交付金等で人件費を負担している正規雇用職員については、当該職員が補助事業に
従事する場合であっても、その人件費は当該交付金等で予算措置がされている前提であるため、当該
人件費を補助対象経費及び補助事業費に計上することは認められません。 
Keyword︓事業参加者リスト、運営費交付金、承継職員 

 

（Ｑ３０） 

交付内定額が応募額より少ないことを受けて、「（別紙２）バイオリソースの収集・寄託者・保存・提
供・利用者の数値目標と実績」の「目標」数値を変更することは可能ですか。 
（Ａ３０） 
応募時「目標」数値を踏まえて採択されているため、課題評価委員会からの講評を踏まえた数値変更
以外はできません。 
Keyword︓バイオリソースの収集・寄託者・保存・提供・利用者の数値目標と実績、別紙 2、数値目標の変更 

 
（Ｑ３１） 

運営委員会委員リストの日本語版には役職欄があり、英語版には無いのですが問題はないのでしょ
うか。 
（Ａ３１） 
英語版には役職のご記載は不要です。日本語版と英語版はともに NBRP 広報室に共有し、NBRP ホ
ームページの運営委員会 （英語版︓Steering Committee）のページに活用されます。一方、日



本語版は NBRP 事業の管理業務の一環として活用する場合があるため、各運営委員会委員の役職
名を含めた情報のご提出をお願いしております。 
Keyword︓運営委員会委員リスト、英語版 

 
（Ｑ３２） 

帳簿の様式（様式第 18）における『【大項目】人件費・謝金【中項目】人件費』について、人件費支
出先ごとにシートを分けてもよいでしょうか。または人件費のみ別ファイルとしてもよいでしょうか。 
（Ａ３２） 
取りまとめの都合上、現状の形式のままご作成ください。 
Keyword︓実績報告、帳簿、様式第 18、人件費シート 
 
（Ｑ３３） 
ソフトウェアを購入予定ですが、取得財産等一覧表（様式第１５別紙ハ）に記載する必要はありま
すか。 
（Ａ３３） 
設備備品の定義は補助事業者が定めた定義によります。ソフトウェアを無形固定資産（設備備品）と
して扱うのであれば、取得財産等一覧表（様式第１５別紙ハ）に記載してください。 
Keyword︓ソフトウェア購入、取得財産等一覧表、様式第 15別紙ハ 

 
（Ｑ３４） 
帳簿の様式（様式第 18）のうち、「管理経費」シートの欄外に「※その他、使途に応じて任意の様
式を使用して構わない。」と記載がありますが、これは帳簿全体に適用されるものとして、機関の会計
システムから出力できる帳簿で代えられますか。 
（Ａ３４） 
当該文言は管理経費のみの適用であり、帳簿全体に適用される文言ではありません。管理経費として
人件費等を支出する場合があり、その際に他の帳簿の様式を流用する場合があることを念頭に記載して
います。様式の統一化の観点から様式第 18 で作成してください。 
Keyword︓実績報告、様式第 18（帳簿の様式）、任意の様式 

 
【概算払請求】 
（Ｑ３５） 

概算払請求書類を作成中ですが、補助金支払計画書（様式第 21）の記載は発生日ベースです
か、それとも支払日ベースですか。 
（Ａ３５） 
発生日ベースで記載してください。 
Keyword︓概算払請求、支払計画、様式第 21、補助金支払計画書 



（Ｑ３６） 

概算払請求を 1回にまとめて行うことは可能ですか。 
（Ａ３６） 
補助金交付は精算払が原則ですが、財務省への協議が整えば、概算払が認められます。機関内での
資金滞留が認められないため、概算払の１回交付を希望する場合は、第４四半期に一括で概算交付
を請求することになります。なお、他機関と合わせて合計 9.5 億円を超える概算払となる場合、日本銀
行との調整が必要となることから、請求から支払までに時間を要する場合があります。 
Keyword︓概算払請求、一括交付、様式第 22 

 

（Ｑ３７） 
第３四半期以前の概算払請求にあたり、補助金支払計画書（様式 21）の記入時点に見込額で
記載した欄については、次回概算払請求時に、実際の支払額に修正すればいいですか。 
（Ａ３７） 
そのとおりです。なお、概算払請求は、交付申請時にご提出いただいた支払計画書（様式第５）の各
月計画額、及び実施済みの概算払請求額を考慮した金額となります。 
Keyword︓概算払請求 
 
（Ｑ３８） 
課題管理者（代表・分担を問わず）を交代することを検討していますが、何か文部科学省への手続
きはありますか。 
（Ａ３８） 
事情に応じて対応を検討・指示しますので、交代すべき事情が判明した時点で NBRP 事務局までご連
絡ください。 
Keyword︓課題管理者 
 
【ゲノム情報等整備・基盤技術整備】 
（Ｑ３９） 
「ゲノム情報等整備（又は基盤技術整備）」として追加交付された補助金は、中核拠点の収集・保
存・提供用に流用することは可能ですか。逆に中核拠点の収集・保存・提供用として当初交付された
補助金を「ゲノム情報等整備（又は基盤技術整備）」に流用することは可能ですか。 
（Ａ３９） 
「ゲノム情報等整備（又は基盤技術整備）」として追加交付された補助金は、中核拠点として当初交
付された補助金と併せて一体的に管理していただきますが、それぞれの事業計画・目的に沿って執行して
いただくことに変わりはなく、原則流用はできません。 
ただし、執行残額に端数が生じた場合は、端数調整のための無理な執行が生じないよう流用することが
可能です。なお、端数の具体的な金額を一概に示すことはできませんが、額の確定調査等において説明



できる金額としてください。 
その他、効率的に執行した結果、余裕資金が生じた場合にも、NBRP 事務局に相談の上で流用するこ
とが可能ですが、被流用側の実施計画の進捗が滞っている場合や事業計画・目的を踏まえた合理的な
説明がなされない場合は流用できませんのでご留意ください。 
Keyword︓流用、ゲノム情報等整備、基盤技術整備 
 
（Ｑ４０） 
「中核的拠点整備」又は「ゲノム情報等整備（又は基盤技術整備）」の一方で効率的に執行した結
果、余裕資金が生じた場合に、もう一方へ流用可能とのことですが、具体的な事例を教えてください。 
（Ａ４０） 
例えば、「基盤技術整備」において、当初計画に記載された凍結保存技術の開発を遂行し目標を達成
した場合、予算についても効率的に執行し、消耗品費や旅費、外注費、管理経費で余裕資金が生じ
たため、「中核的拠点整備」のリソースの品質管理のために消耗品費や外注費、リソース情報の収集の
ために旅費を、中核拠点の管理業務のために管理経費を流用することなどが挙げられます。なお、流用
の内容及び金額は流用する側の帳簿にその旨を明記してください。 
Keyword︓流用、ゲノム情報等整備、基盤技術整備 
 
（Ｑ４１） 
中核拠点と「ゲノム情報等整備（又は基盤技術整備）」の補助金執行において、帳簿等を分けて管
理する必要がありますか。 
（Ａ４１） 
（実績報告書別紙ロ）収支決算報告書では合算した金額で報告していただきますが、帳簿については、
「中核的拠点整備」と「ゲノム情報等整備（又は基盤技術整備）」で各々の執行実績が明確になるよ
うに、別々に管理をお願いします。 
Keyword︓収支決算報告書、帳簿、ゲノム情報等整備、基盤技術整備 
 
（Ｑ４２） 
「中核的拠点整備」と「ゲノム情報等整備（又は基盤技術整備）」の間では、原則流用ができない
ため、帳簿も別々に管理する必要があるとのことですが、「中核的拠点整備」と「ゲノム情報等整備
（又は基盤技術整備）」は同一の課題管理者が、同一空間で、同一時間帯に一体的に実施してい
るため、管理業務を分けて実施することが困難です。この場合でも、管理業務を行うための「管理経
費」は分けて計上することが必要でしょうか。 
（Ａ４２） 
この場合、本来は帳簿に分けて計上する必要がありますが、最終的には収支決算報告書には合算して
報告することになりますので、当該作業が煩雑になる場合は、業務効率化の観点から、「管理経費」の
みどちらかの帳簿に一括計上しても差し支えありません。 



なお、「管理経費」を一括計上する場合においても、執行用途は明確にしてください。 
一方、「物品費、人件費・謝金、旅費、その他」については、「中核的拠点整備」と「ゲノム情報等整備
（又は基盤技術整備）」の各々の執行実績を把握することが次年度以降の事業計画検討に必要で
あるため、帳簿を分けて管理してください。 
Keyword︓管理経費、収支決算報告書、帳簿、ゲノム情報等整備、基盤技術整備 

 
以上 


